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進行原稿 



令和 7年度 第 9回 綾川町農業委員会会議録 

 

農委告示 第 12号 

令和 7年度 第 9回 農業委員会を次のとおり招集する。 

 

令和 7年 12月 17日 

 農業委員会会長 笹川 武義 

 

召 集  令和 7年 12月 17日 

場 所  綾川町綾南農村環境改善センター 

開 会  令和 7年 12月 17日  午後 1時 30分 

閉 会  令和 7年 12月 17日  午後 2時 00分 （会期１日） 

 

第１日目（12月 17日）     出席委員     名 

1番 笹川 武義 8番 滝川 廣男 15番 長川 富雄 

2番 國重 義廣 9番 三好 直樹 16番 松岡 正広 

3番 末長 憲二 10番 金滝 耕治 17番 松内 利和 

4番 長尾 清 11番 川西 正廣 18番 藤重 英子 

5番 西川 謙三 12番 丸尾 説男 19番  

6番 中島 美紀 13番 福家 範行   

7番 佐藤 裕子 14番 横井 博美   

 

 

 

 

  

 

 議事録署名委員 

      12番  丸尾 説男  委員、 13番  福家 範行  委員 

  

 欠席  10番 金滝 耕治 委員 

  

公務のため出席した者の職氏名 

    事務局長代理 葛西 謙一  主査 松田 祐季  主査 岩部 有起 

 

傍聴人 0人 



議 事 日 程 

  

 

令和 7年 12月 17日 

 

第 1 会期の決定について 

第 2 議事録署名委員の指名について 

第 3 議案第 1号 農地法第 3条（農業委員会）について 

第 4 議案第 2号 農地法第 4条（県知事）について 

第 5 議案第 3号 現況証明（農委分）について 

第 6 議案第 4号 農用地利用集積等促進計画の公告について（一括契約） 

第 7 議案第 5号 農用地利用集積等促進計画による設定について（特例事業） 

第 8 議案第 6号 農業経営改善計画の認定（町）について 

第 9 議案第 7号 綾川農業振興地域整備計画に係る農用地利用計画の変更について 

第 10 報告第 1号 農地法第１８条（通知）について 

 

  



令和 7年 12月 農業委員会議事録 

 

午後 1時 30分  開会 

 

職務代理 

   みなさま、こんにちは。定刻が参りましたので、ただいまから令和７年度第９回農業委員会を開

催します。出席者の方へのお願いです。携帯電話をお持ちの方は、本会開催中、マナーモード若し

くは、電源をお切りいただきますようお願いいたします。 

それでは、会長よりご挨拶お願いします。 

 

会長 

【挨拶】 

 

職務代理 

ありがとうございました。続きまして、事務局よりご挨拶をお願いします。 

 

事務局 

【挨拶】 

 

職務代理 

ありがとうございました。それでは、議事に移ります。議事進行につきましては、通例により、

笹川会長、お願いします。 

 

議長 

それでは議事に移ります。 

本日の欠席者は 10番 金滝 耕治 委員 です。 

よって、農業委員出席者は、１７名です。会期の決定ですが、会期は本日１日限りといたします。

なお、「議事録署名委員の指名について」ですが、私の方で指名してよろしいでしょうか。 

 

委員一同 

はい。 

 

議長 

本日の議事録署名人には、12番 丸尾 説男（まるお せつお）委員 

13番 福家 範行（ふけ のりゆき）委員 

を指名します。 

 

 

 



議長 

   本日の議案の審議に移ります。第 1号議案について、事務局より説明願います。 

 

事務局 

議案第 1号、農地法第３条の規定による許可申請について説明致します。農地法 3条は農地の所

有権の移転や権利の設定・移転に関する審査となっております。今月は 6件です。 

 

議案第 1号-1 

地 図： ■■■■■■■ 

権利等： 所有権移転 有償売買 総額 24万 6千円 

申請地： ■■■■■■■■■  田 1,268㎡ 外１筆 合計 2,460㎡ 

譲渡人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲受人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

申請に至った理由ですが、譲受人はイチゴの作付けで農業経営改善計画の認定を受けた認定農業

者であり、申請地は現在譲受人が借り受けて作付けしている農地です。この度、両者の間で貸付地

を売買する旨の話がまとまったため、本申請に至ったものです。 

なお、報告第１号で説明いたしますが、本申請地は香川県農地機構を通じた貸借権の設定がされ

ておりましたが、本申請に関する売買を目的として合意解約が成立しております。 

譲受人の経営面積は自作地が 1,463.47㎡、借入地が 7,435㎡、合計 8,898.47㎡あり、所有農地

は全て適切に維持管理されております。 

取得後の営農計画としては、現在と同じくイチゴの作付けを予定しております。 

譲受人の農作業歴は 10 年、農作業の従事日数は 300 日で、機械の所有状況については、耕運機

が 1台、動力噴霧器が 2台あります。 

現在と同じくイチゴの作付け計画であることから、周囲への影響も無いものと考えます。 

対象農地までの通作距離は自宅から 3㎞、車で 5分であり、通作可能な圏内に居住しているもの

と考えられます。 

以上の理由により、農地法第３条第２項各号に照らしましたところ、これらには該当しないこと

から、許可相当と考えます。 

 

議案第 1号-2 

地 図： ■■■■■■■ 

権利等： 所有権移転 有償売買 総額 50万円 

申請地： ■■■■■■■■■  田 868㎡ 外 4筆 合計 2,978㎡ 

譲渡人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲受人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

申請に至った理由ですが、譲渡人は高齢であることから農地の管理に苦慮し手放すことを検討し

ていたところ、近隣で農業を営む譲受人が申請地を引き受けることで話がまとまったため、本申請



に至ったものです。 

譲受人の経営面積は自作地が 25,661㎡あり、所有農地は全て適切に維持管理されております。 

取得後の営農計画としては、水稲、野菜の作付けを予定しております。 

譲受人の農作業歴は 35 年、農作業の従事日数は 300 日で、機械の所有状況については、トラク

ター、コンバイン、耕運機、田植機が各 1台、軽トラックが 2台、農舎が 100㎡あります。 

水稲、野菜の作付け計画であることから、周囲への影響も無いものと考えます。 

対象農地までの通作距離は自宅から 1㎞、車で 5分であり、通作可能な圏内に居住しているもの

と考えられます。 

以上の理由により、農地法第３条第２項各号に照らしましたところ、これらには該当しないこと

から、許可相当と考えます。 

 

議案第 1号-3 

地 図： ■■■■■■■ 

権利等： 所有権移転 有償売買 総額 20万円 

申請地： ■■■■■■■■■  田 1,248㎡ 

譲渡人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲受人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

申請に至った理由ですが、譲渡人は県外に居住することから農地の管理に苦慮し手放すことを検

討していたところ、近隣に居住する譲受人が申請地を引き受けることで話がまとまったため、本申

請に至ったものです。 

譲受人の経営面積はなく農作業歴もないものの、トラクターを１台リース予定である他、草刈機

３台、軽トラック１台を所有しており、農作業の従事予定日数は 150日であり、自宅からも非常に

近い距離にあることから管理は可能なものと考えられます。 

取得後の営農計画としては、鉢植えでのブルーベリーを予定しております。 

鉢植えでのブルーベリーの計画であり、農薬等の散布時は周辺作物への影響が出ないよう気を付

けることから、周囲への影響も無いものと考えます。 

対象農地までの通作距離は自宅から 0.2㎞、車で 1分であり、通作可能な圏内に居住しているも

のと考えられます。 

以上の理由により、農地法第３条第２項各号に照らしましたところ、これらには該当しないこと

から、許可相当と考えます。 

 

議案第 1号-4 

地 図： ■■■■■■■ 

権利等： 所有権移転 有償売買 総額 50万円 

申請地： ■■■■■■■■■  田 799㎡ 外 3筆 合計 4,059㎡ 

譲渡人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲受人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 



申請に至った理由ですが、申請地はこれまで貸借契約を結び譲受人が借り受け管理をしておりま

した。この度、貸借契約の終期を迎えることから意向の確認を行った際に、申請地の売買の意向が

あり両者の間で話がまとまったため、本申請に至ったものです。 

譲受人の経営面積は自作地が 12,457 ㎡、借入地が 14,936 ㎡、合計 27,393 ㎡あり、所有農地は

全て適切に維持管理されております。 

取得後の営農計画としては、水稲、野菜の作付けを予定しております。 

譲受人の農作業歴は 37 年、農作業の従事日数は 300 日で、機械の所有状況については、トラク

ター、コンバイン、耕運機、田植機、軽トラックが各 1 台、乾燥機、籾摺り機が各 2 台あります。 

水稲、野菜の作付け計画であることから、周囲への影響も無いものと考えます。 

対象農地までの通作距離は自宅から 0.5㎞、車で 2分であり、通作可能な圏内に居住しているも

のと考えられます。 

以上の理由により、農地法第３条第２項各号に照らしましたところ、これらには該当しないこと

から、許可相当と考えます。 

 

議案第 1号-5 

地 図： ■■■■■■■ 

権利等： 所有権移転 有償売買 総額 25万 3千円 

申請地： ■■■■■■■■■  田 253㎡ 

譲渡人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲受人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

申請に至った理由ですが、申請地はこれまで譲渡人が管理していたものの労働力不足により管理

に苦慮し手放すことを検討していたところ、隣接農地を所有する譲受人との間で売買の話がまとま

ったため、本申請に至ったものです。 

譲受人の経営面積は自作地が 3,150㎡あり、適切に維持管理されております。また、耕作してい

る農地の他に山林化した農地がありましたが、今月の議案第 3号の現況証明において非農地証明の

審議がなされることとなっております。 

取得後の営農計画としては、水稲、野菜の作付けを予定しております。 

譲受人の農作業歴は 60 年、農作業の従事日数は 150 日で、機械の所有状況については、コンバ

イン 1台がリース、トラクター、耕運機、田植機、軽トラックが各 1台、農舎 1棟を所有しており

ます。 

水稲、野菜の作付け計画であることから、周囲への影響も無いものと考えます。 

対象農地までの通作距離は自宅から 2.5㎞、車で 5分であり、通作可能な圏内に居住しているも

のと考えられます。 

以上の理由により、農地法第３条第２項各号に照らしましたところ、これらには該当しないこと

から、許可相当と考えます。 

 

議案第 1号-6 

地 図： ■■■■■■■ 



権利等： 所有権移転 有償売買 総額 40万円 

申請地： ■■■■■■■■■  田 827㎡ 外 4筆 合計 4,417㎡ 

譲渡人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲受人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

申請に至った理由ですが、譲渡人は町外に居住することから所有地の管理に苦慮し手放すことを

検討していたところ、譲受人が申請地を引き受けることで話がまとまったため、本申請に至ったも

のです。なお、譲受人は申請地の他に宅地も併せて取得することになっており、取得後は居住する

予定であることを聞いております。 

譲受人の経営面積はありませんが、妻の実家の農作業に携わるなど農作業歴は 10 年あり、農作

業の従事予定日数は 300日です。機械の所有状況については、トラクター、軽トラックを１台購入

予定である他、コンバイン、田植機を必要に応じてリース予定となっております。 

水稲の作付け計画であることから、周囲への影響も無いものと考えます。 

対象農地までの通作距離は現在の自宅から 25 ㎞ありますが、申請地付近の宅地を購入すること

となっており、その宅地からは徒歩で 1分未満であり、通作可能な圏内に居住しているものと考え

られます。 

以上の理由により、農地法第３条第２項各号に照らしましたところ、これらには該当しないこと

から、許可相当と考えます。 

 

以上、ご審議のほどよろしくお願い致します。 

 

議長 

議案第 1号についてご質問はありませんか。 

 

委員一同 

なし 

 

議長 

続きまして、議案第 2号について、事務局より説明を願います。 

 

事務局 

それでは、議案第 2号「農地法第４条の規定による許可申請」について説明致します。農地法第

４条とは農地の所有者が自らその農地を別の用途（住宅、駐車場など）に転用する際の手続きを定

めたものです。今月は 2件です。 

 

議案第 2号－1 

地図・図面： ■■■■■■■ 図面番号４条－1 

申請地  ： ■■■■■■■■■ 田 185㎡  合計 293.89㎡ 

併用地  ： ■■■■■■■■■ 宅地（一部） 108.89㎡ 



農地区分 ： 2種農地 

申請者  ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

転用目的 ： 農家住宅 

用途   ： 農家住宅 

施設の概要： 住宅平屋建１棟 76.18㎡ 

      合計 76.18㎡ 

利用率  ： 敷地面積 293.89㎡、建築面積 76.18㎡（1階部分） 25.92％（≧22％） 

資金内訳 ： 土地代 0万円、造成費 200万円、建築費 2,800万円 

合計 3,000万円 

＜内訳＞自己資金 3,000万円、借入金 0万円 

工事期間 ： R8.2.1～R9.1.31 

造成   ： 花崗土による盛土   なし   切土 なし 

コンクリート擁壁設置 なし   法面 なし 

雨水   ： ため桝を設置し、北側水路へ放流 

汚水   ： 合併処理浄化槽 

他法令許可： 該当なし 

水利   ： ■■■水利組合 

隣接同意 ： 該当なし 

始末書  ： 該当なし 

 

申請人は、現在申請地の隣の住宅で暮らしていますが、将来を考え、バリアフリーでコンパクト

な間取りの住宅が必要と考え申請しました。現在の住宅は息子が引き続き居住し、将来、息子と助

け合いも出来る事を見越して今回の申請に至りました。近隣への影響等はなく、面積等規模も妥当

であることから問題ないと思われます。 

 

議案第 2号－2 

地図・図面： ■■■■■■■ 図面番号４条－2 

申請地  ： ■■■■■■■■■ 畑  75㎡  合計 805.23㎡ 

併用地  ： ■■■■■■■■■ 宅地 外 1筆 合計 730.23㎡ 

農地区分 ： 2種農地 

申請者  ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

転用目的 ： 宅地拡張 

用途   ： 進入路 

施設の概要： なし 

利用率  ： 該当なし 

資金内訳 ： 土地代 0万円、造成費 10万円、建築費 0万円 

合計 10万円 

＜内訳＞自己資金 10万円 

工事期間 ： ■■■■■ 



造成   ： 花崗土による盛土   なし   切土 なし 

コンクリート擁壁設置 なし   法面 なし 

雨水   ： 集水桝を設置し、■■■へ放流 

汚水   ： なし  

他法令許可： 該当なし 

水利   ： ■■■水利組合 

隣接同意 ： 該当なし 

始末書  ： あり 

 

申請人の父親が■■■■■頃、町道からの進入路を設けるために自宅の北側を造成しましたが、

転用申請や登記地目の変更までには至っていなかったので今回申請に至りました。近隣への影響等

はなく、面積等規模も妥当であることから問題ないと思われます。 

 

以上、ご審議のほど、よろしくお願い致します。 

 

議長 

議案第 2号についてご質問はありませんか。 

 

委員一同 

なし 

 

議長 

続きまして、議案第 3号について、事務局より説明を願います。 

 

事務局 

議案第 3号現況証明について、説明します。今月は 4件です。 

 

議案第 3号－1 

地図・写真： ■■■■■■■   図面番号 非農地-1 

申請地  ： ■■■■■■■■■ 畑 912㎡ 外 筆 合計 912㎡ 

現況地目 ： 山林原野 

利用状況 ： 山林 

申請人  ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

■■■■■に土地所有が高齢のため管理が出来なくなり、現在は山林の様相を呈しております。

農地としての復旧が著しく困難になったため、非農地証明を行うにいたりました。非農地証明をし

たとしても周辺農地に与える影響はないものと考え、問題はないと判断しております。 

 

 



議案第 3号－2 

地図・写真： ■■■■■■■   図面番号 非農地-2 

申請地  ： ■■■■■■■■■ 畑 261㎡ 外 1筆 合計 490㎡ 

現況地目 ： 山林原野 

利用状況 ： 山林 

申請人  ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

■■■■■に耕作放棄したことにより、現在は山林の様相を呈しております。農地としての復旧

が著しく困難になったため、非農地証明を行うにいたりました。非農地証明をしたとしても周辺農

地に与える影響はないものと考え、問題はないと判断しております。 

 

議案第 3号－3 

地図・写真： ■■■■■■■   図面番号 非農地-3 

申請地  ： ■■■■■■■■■ 田 480㎡ 外 2筆 合計 2,748㎡ 

現況地目 ： 山林原野 

利用状況 ： 山林 

申請人  ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

■■■■■に労働力不足のため耕作放棄したことにより、現在は山林の様相を呈しております。

農地としての復旧が著しく困難になったため、非農地証明を行うにいたりました。非農地証明をし

たとしても周辺農地に与える影響はないものと考え、問題はないと判断しております。 

 

議案第 3号－4 

地図・写真： ■■■■■■■   図面番号 非農地-4 

申請地  ： ■■■■■■■■■ 畑 753㎡ 外 4筆 合計 15,417.66㎡ 

現況地目 ： 雑種地、山林原野 

利用状況 ： 雑種地、山林 

申請人  ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

■■■■■■■■■■■■■により、■■■■■で■■■■■を造成しました。この事業により

当時は転用許可が不要でした。現在、■■■■■■■■■には豚舎が建ち、その他は山林となって

います。非農地証明をしたとしても周辺農地に与える影響はないものと考え、問題はないと判断し

ております。 

 

以上、審議のほどよろしくお願いします。 

 

議長 

議案第 3号についてご質問はありませんか。 

 



滝川委員 

議案第 3号－1について登記地目が山林となっているが現況証明がなぜ必要になるのか。 

 

事務局 

   登記地目は山林だが、現況地目及び課税地目が畑となっているため農地法上の制限を受ける土地

となっていたためです。 

 

議長  

議案第 3号につきまして、他に質問はありませんか？ 

 

委員一同 

なし 

 

議長 

続きまして、議案第 4 号についてですが、案件第 12 号に ■■■■■に関係する案件が含まれ

ていますので、審議の間、■■■■■はご退室をお願いします。 

 

【 退室 】 

 

議長 

それでは、事務局より説明を願います。 

 

事務局 

はい。議案第 4号の案件第 12号について、説明します。 

案件第 12号 

所在  ： ■■■■■■■■■ 田 1,478㎡ 

利用権 ： 貸借権 

貸付人 ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

借受人 ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

転貸人 ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

利用目的： 水稲 

賃料  ： 年間 10ａ当り 5,000円 

期間  ： R8.2.1～R14.1.31（6年間） 

以上ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

議長  

案件第 12号につきまして、何か質問はありませんか 

 

委員一同 



なし 

 

議長 

それではさきに採決を行います。 

議案第 4号の、案件第 12号について、賛成する方の挙手を求めます。 

 

委員一同 

挙手多数 

 

議長  

挙手多数と認めます。この案件は可決されました。■■■■■は、入室の上、ご着席下さい。 

【 入室 】 

 

議長 

事務局より、残りの案件につきまして説明を求めます。 

 

事務局 

はい。先ほどご審議いただいた案件を除く残りの案件について説明します。 

契約件数：  23  合計  31,369㎡ 

新規契約：  4～5、7～11、13～21番  16件  17,852㎡ 

更新契約：  1～3、6番   4件  11,273㎡ 

移転・再貸付契約：  22～24番  ３件  2,244㎡ 

貸付先としましては、1番を■■■■氏へ、2番を■■■■■■■■■■■■へ、3番を■■■■

氏へ、4～6 番を■■■■■■■■■■■■へ、7～8 番を■■■■氏へ、9～11 番を■■■■氏へ、

13番を■■■■氏へ、14～15番を■■■■氏へ、16番を■■■■氏へ、17～21番を■■■■氏へ、

22～24番を■■■■氏へ貸し付けるものです。 

以上、審議のほどよろしくお願いします。 

 

議長 

続きまして、議案第 5号について、事務局より説明を願います。 

 

事務局 

続きまして、議案第 5号について説明します。 

こちらは香川県農地機構による特例事業によって農地の所有権移転をしようとするものです。農

地機構がいったん買入れ、規模拡大を志向する認定農業者に対して農地の売渡を行うもので、先月

は土地所有者から農地機構への所有権移転について審議しましたが、今月は農地機構から認定農業

者への所有権移転についてです。 

 

所在    ： ■■■■■■■■■ 田 1,228㎡ 



  譲渡人   ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

  借受人   ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

権利の移転日： 令和 8年 1月 30日 

売買価格  ： 311,605円 

以上、審議のほどよろしくお願いします。 

 

議長 

議案第 5号についてご質問はありませんか。 

 

委員一同 

なし 

 

議長 

続きまして、議案第 6号について、事務局より説明を願います。 

 

事務局 

はい、農業経営改善計画の認定について説明します。今月は、更新２件の申請がありました。案

件第 1号から順に、説明します。 

 

議案第 6号-1（更新） 

  申請者   ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

住所    ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

生年月日  ： ■■■■■■■■■ 

  目標所得  ： 370万円 

  年間労働時間： 2,000時間  

 

連作を基本として出来るだけ同じ管理を同じ圃場で行うことで省力化する。 

高性能機械を導入して合理化に努める。作業的には年中休みがないのは確定しているので雇用を

活用したいが、フルタイムはまだ作業的にも金銭的に十分ではないため、臨時雇用を活用して労働

力を確保する。先に行われた綾川町農地再生協議会担い手部会でも問題なく承認されています。 

 

議案第 6号-2（更新） 

  申請者   ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

住所    ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

設立年月日 ： ■■■■■■■■■ 

  目標所得  ： 500万円 

  年間労働時間： 2,000時間  

 

人員不足を生じているため、シルバーなどを有効活用し作業委託を行い、労働時間の短縮を図る。



また、専門家にも相談する。補助事業、制度資金等の活用により資本装備の充実を図る。先に行わ

れた綾川町農地再生協議会担い手部会でも問題なく承認されています。 

 

以上、審議のほどよろしくお願いします。 

 

議長 

議案第 6号についてご質問はありませんか。 

 

委員一同 

なし 

 

議長 

続きまして、議案第 7号について、事務局より説明を願います。 

 

事務局 

   それでは、議案第 7号「綾川農業振興地域整備計画に係る農用地利用計画の変更」について説明

致します。今月は、編入案件が 4件です。 

案件第１号から３号は関連する案件ですので一括で説明いたします。 

 

議案第 7号－１～3（編入） 

地図・図面 ： ■■■■■■■ 

申出区分  ： 農用地区域への編入 

申請地   ： 案件第１号 ■■■■■■■■■ 田 578㎡ 

案件第 2号 ■■■■■■■■■ 田 127㎡ 

案件第 3号 ■■■■■■■■■ 田 214㎡ 

編入後の用途： 田 

土地所有者 ： 案件第１号 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

案件第 2号 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

案件第 3号 ■■■土地改良区 ■■■■■■■■■ 

  編入の理由 ： ほ場整備事業に参画するために農振農用地へ編入するものです。 

 

申請地は現状原野の状況となっていますが、周辺農地と共に圃場整備事業に参画し、地域の農

業振興を図り、農業上の利用を確保するために編入申出がなされたものであり、編入は妥当なも

のであると考えます。 

 

議案第 7号－4（編入） 

地図・図面 ： ■■■■■■■ 

申出区分  ： 農用地区域への編入 

申請地   ： ■■■■■■■■■ 田 487㎡ 



編入後の用途： 農業用施設用地 

土地所有者 ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

  編入の理由 ： 周辺農地の管理を目的とした農業用施設用地として農振農用地へ編入するもの

です。 

 

申請地は令和７年２月に農業用施設用地として農地転用申請のあった農地であり、農業用機械

や資材を保管する倉庫及び事務所の建築を目的としています。今後も周辺農地の管理のため法人

が農業施設として利用するために編入申出がなされたものであり、編入は妥当なものであると考

えます。 

 

以上、ご審議のほどよろしくお願い致します。 

 

議長 

議案第 7号についてご質問はありませんか。 

 

委員一同 

なし 

 

議長 

続きまして、報告第 1号について事務局より説明を願います。 

 

事務局 

報告第１号、農地法第 18条の規定による合意解約の届出について説明します。今月は 7件で

す。 

 

報告 1－1 

賃貸人：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

賃借人：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

申請地：■■■■■■■■■ 田 5,239㎡ 

解約日：令和 7年 11月 30日 

耕作目的による利用権の解約で、離作補償はありません。 

 

報告 1－2 

賃貸人：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

賃借人：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

申請地：■■■■■■■■■ 田 922㎡ 

解約日：令和 7年 11月 30日 

耕作目的による解約で、離作補償はありません。なお、本案件は土地所有者と農地機構の契約の

解除で、農地機構と従前の耕作者との契約はすでに解除済みです。 



本案件の解約後は別の農業者へ貸し付けることとなっており、新たな貸借については先月の議案

で審議済みです。 

 

報告 1－3 

賃貸人：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

賃借人：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

申請地：■■■■■■■■■ 田 922㎡ 

解約日：令和 7年 11月 30日 

耕作目的による解約で、離作補償はありません。なお、本案件についても土地所有者と農地機構

の契約の解除で、農地機構と従前の耕作者との契約はすでに解除済みです。 

同じく、新たな貸借については先月の議案で審議済みです。 

 

報告 1－4 

賃貸人：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

賃借人：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

転貸人：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

申請地：■■■■■■■■■ 田 1,743㎡ 

解約日：令和 7年 11月 30日 

耕作目的による解約で、離作補償はありません。 

 

続きまして、案件第５号から第６号は同一人に関する案件ですので一括で説明いたします。 

 

報告 1－5～6 

賃貸人：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

賃借人：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

転貸人：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

申請地：■■■■■■■■■ 田 801㎡ 外 5筆 合計 4,399㎡ 

解約日：令和 7年 11月 25日 

耕作目的による解約で、離作補償はありません。 

 

報告 1－7 

賃貸人：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

賃借人：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

転貸人：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

申請地：■■■■■■■■■ 田 1,268㎡外１筆 合計 2,460㎡ 

解約日：令和 7年 11月 30日 

売買目的による解約で、離作補償はありません。なお、売買については今月の議案第１号にお

いて審議しております。 

 



以上です。よろしくお願いします。 

 

 

議長 

報告第 1号について、ご質問はありませんか。 

 

委員一同 

なし 

 

議長 

以上ですべての議案についての説明、質疑が終了しました。 

それでは、採決に入ります。 

本日提案された議案の内、議案第 4 号の第 12 号を除く、第 1 号議案から第 7 号議案について、

原案通り賛成する方の挙手を求めます。 

 

委員一同 

   全員挙手 

 

議長 

   全員の方の挙手をいただきましたので、議案はすべて承認されました。以上で本日の日程はすべ

て終了しました。ありがとうございました。 

 

職務代理 

本日も各委員さんのご協力により定例農業委員会が無事終了致しました。慎重なご審議ありがと

うございました。それでは、第９回定例農業委員会を閉会いたします。 

 

午後 2時       閉会 

 


